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「指定特定相談支援事業所」重要事項説明書 

 

 本重要事項説明書は、当事業所と計画相談支援サービスに関する利用契約の締結を希

望される方に対して、障害者総合支援法 51 条 20 規定する「総合的に相談支援を行う者

として厚生労働省で定める基準に該当する者」に基づき、事業所の概要や提供される相談

支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 
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“ちいろば障がい者相談支援センター” 

当事業所は特定相談支援事業者の指定を受けています。 

（町田市指定  第１３３３２０２４１２号） 

        当事業所は障害児相談支援事業者の指定を受けています。 

          （町田市指定  第１３７３２００５７３号） 
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１．開設者 

名 称 社会福祉法人 南町田ちいろば会 

所在地 東京都町田市南町田四丁目 10番 38号 

電話番号 ０４２－７９６－１５２１ 

代表者氏名 理事長 森高 登志夫 

設立年月日 1981年 10月 1日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 指定特定相談支援事業 町田市指定  第          号 

事業の目的 計画相談支援（個別給付） 基本相談支援 

事業所の名称 ちいろば障がい者相談支援センター 

事業所の所在地 東京都町田市南町田四丁目 10番 38号 

電話番号 ０４２－８５０－７２５５ 

管理者氏名 （管理者）井上 健太                        （専任・兼務） 

サービスの主た

る対象者 

身体障害者 精神障害者 知的障害者 

事業所の運営方

針について 

① 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるように配慮して行います。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者ま

たは家族の選択に基づき、適切な保護、医療、福祉、就労支援、教

育等のサービス（以下「障がい福祉サービス」という。）が多様な

業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行いま

す。 

③ 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利

用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障が

い福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中

立に行います。 

④ 町田市や障がい福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域

において必要な社会資源の改善及び開発に努めます。 

⑤ 自ら提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図ります。 

開設年月日 令和 4年 7月 1日 

 

３．事業実施地域およびサービス提供日時 

（１） 通常の事業の実施地域   

町田市（南町田・鶴間・南つくし野・つくし野・小川・金森・成瀬が丘） 

（２） サービス提供日及びサービス提供時間 
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サービス提供日   月・火・水・木・金 

   （休業日：土曜日・日曜日・祝日 年末年始 12月 29日～1月 3日） 

      受付時間     ９：００～１８：００ 

      サービス提供時間 ９：００～１７：００ 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、利用者に対して計画相談支援サービスを提供する職員として、以下の職員

の配置をしています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、町田市の指定基準を遵守しています。 

職 種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務内容 

１．管理者 1名 0名 1名 1名 １.相談支援専門員そ

の他の従業者の管理、

計画相談支援サービ

スの申し込みに係る

調整、業務の実施状況

の把握その他の管理。 

２.相談支援専門員そ

の他の従業者に必要

な規定を遵守させる

ため必要な指揮命令

を行う。 

２．相談支援専門員 2名 0名 2名 １名以上 利用者に対して日常

生活全般に関する業

務及びサービス等利

用計画の作成に関す

る業務。 

   ※常勤換算：職員それぞれの週当たりの勤務延べ時間数の総数を事業所における 

常勤職員の所定勤務時間数で除した数です。 

 

５．事象所が提供するサービスと利用料金 

（１） サービス内容 

① サービス等利用計画の作成 

利用者のご家庭を訪問して、心身状況、その置かれている環境等を配慮した上

で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「障がい福

祉サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、

サービス等利用計画を作成します。 
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<サービス等利用計画作成の流れ> 

 

① 相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族等に面接して、利用者及び

家族の置かれている状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。 

 

 

 

 

② 利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者及びその家族の生活に対する

意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される障がい福祉サービ

ス等の目標及びその達成時期、障がい福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料なら

びに障がい福祉サービス等を提供する上の留意事項等を記載したサービス等利用計画

書の原案を作成します。 

 

 

 

 

③ 相談支援専門員は、作成したサービス等利用計画の原案に盛り込んだ障がい福祉サービ

ス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用

計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得

た上で決定するものとします。 

 

 

 

 

④ 支給決定の内容を踏まえて、当該サービス等利用計画原案に位置づけた福祉サービス等

の担当者からなるサービス担当者会議の開催等により、サービス内容について説明を行

うとともに、専門的意見を求め、利用者及びその家族の同意を得た後サービス等利用計

画を交付します。 

 

② サービス等利用計画作成後の便宜の供与 

・利用者及びその家族等と毎月 1回以上面接し、経過を把握します。 

・サービス等利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、障がい福祉サー 

ビス等の事業者等との連絡調整を行います。 

・指定障がい者福祉サービス等の利用者負担合計額を毎月算定し、利用者等及び当 

該障がい福祉サービス等を提供した事業者等に通知します。 

・障がい福祉サービス等の実施状況や利用者状況について定期的に再評価を行い、 
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サービス等利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。 

③ サービス等利用計画の変更 

利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者等がサービ

ス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基

づき、サービス等利用計画を変更します。 

④ 障がい者福祉施設等への紹介 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合

又は利用者が障がい者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障が

い者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。 

 

（２） 利用料金 

① サービス利用料金 

・計画相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律に基づいて、市 

町村から介護給付費を受理する場合は（法定代理受領）は、利用者の自己負担は 

ありません。 

・事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、規定により算出されたサー 

ビス等利用計画作成費の額を利用者にお支払いいただきます。この場合、利用者 

に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービス提供証明書」と「領収書」 

を添えてお住いの市町村へ申請すると介護給付費が支給されます。） 

② 交通費 

・通常の事業実施地域外の地区にお住いの方で、当事業所が実施する特定相談支援 

事業のサービスを利用された場合は、サービスの提供に際し、必要な交通費をい 

ただきます。 

公共交通機関を利用した場合 ・・・職員の実費分 

事業者の自動車を利用した場合・・・事業所から片道キロ 20円 

③ 利用料金の支払い方法 

・現金でのお支払いとなります。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１） サービスの提供を行う相談支援専門員 

 ・相談支援専門員は身分証等を携帯し、初回訪問時及び利用者・家族から求められた 

時にはこれを提示します。 

   ・サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が 

変更する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族に対 

してサービス利用上の不利益が生じないように十分配慮します。 

   ・利用者から特定の相談員を指名することはできません。但し、相談支援専門員につ 

いてお気づきの点やご要望がございましたら、ご遠慮なく相談ください。 
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７．利用者の個人情報の保護、開示について 

（１） 利用者及びその家族に関する秘密の保持 

・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年 5 

月 30日法律第 57号）その他関係法令等を遵守し、適切な取り扱いに努めるものと 

します。 

  ・指定特定相談支援事業所の従業員及び管理者（以下「従業員等」という。」）は、業務 

上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

  ・この秘密を保持する義務は、計画相談支援の契約が終了した後においても継続します。 

  ・事業者は、従業者等に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 

従業員等である機関及び従業員等でなくなった後においても、その秘密を保持すべ 

き旨を、従業員等との雇用契約の内容とします。 

 

（２） 個人情報の保護 

・事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で 

使用するなど、他の障がい福祉サービス事業所等に、利用者の個人情報を提供しませ 

ん。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文 

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用するなど、他の障がい福祉サー 

ビス事業者等に、利用者家族の個人情報を提供しません。 

・事業者は、利用者及び家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による物のほか、 

電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意もって管理し、また、処分の 

際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

  ・記録の保存期間は、計画相談支援を提供した日から 5年間です。 

  ・事業者は、利用者及びその家族の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じて 

その内容を開示します。（開示に際して必要な複写料や諸経費は、利用者の負担となり 

ます。） 

 

８．損害賠償保険への加入 

本事業者は、下記の損害賠償保険へ加入しています。 

   保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

   保険の種類 賠償責任保険 

 

９．虐待の防止について 

本事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 23 年 6 月 24 日法律第 79 号）に基づ

き、虐待の早期発見ならびに国や地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めると

ともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止責任者を選定します。 
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虐待防止に関する責任者 ちいろば障がい者相談支援センター 

            管理者 井上 健太 

② 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、市町村へ通報します。 

③ 成年後見制度の利用を支援します。 

④ 苦情解決体制を整備します。 

⑤ 開かれた事業所運営の推進のため、サービス評価を導入します。 

⑥ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

１０．苦情の受付および解決の手順など 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談などにつきましては、下記の窓口で受け付けます。 

電話番号    （０４２）８５０－７２５５ 

苦情解決責任者 ちいろば障がい者相談支援センター   管理者 井上 健太 

      苦情受付担当者 ちいろば障がい者相談支援センター   担 当 中村 勝美 

   第三者委員   佐々木 敏雄 仲泊 昌仁 代谷 正雄 

 受付時間    月曜日～金曜日（９：００～１７：００） 

 

（２） 行政機関その他苦情受付機関 

町田市障がい福祉課 電  話 ０４２－７２４－２１４７ 

FAX 番号 ０５０－３１０１－１６５３ 

東京都障害者権利擁護センター 電  話 ０３－５３２０－４２２３ 

FAX 番号 ０３－５３８８－１４１３ 

 

（３） 苦情解決への手順 

① 利用者へ、苦情の受付窓口や苦情解決の仕組みについて周知します。 

② 苦情受付担当者は、随時苦情を受け付けます。 

③ 苦情解決責任者への内容を報告し、苦情解決に向けての話し合いを行います。 

④ 苦情解決の記録を作成し、運営の適正化に努めます。 

 

１１．指定特定相談支援の実施開始（予定）年月日 

  指定特定相談支援の実施開始（予定）年月日は、令和 4年 7月 1日です。 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

令和  年  月  日 

 

  指定特定相談支援事業において実施するサービスの提供に際し、本書面に基づき重要

事項の説明を行いました。 

 

 事業所名  ちいろば障がい者相談支援センター 

 

 管理者名  氏 名  井上 健太 

  

 説明者名  氏 名                印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から指定特定相談支援事業において実施するサービスに

ついて重要事項の説明を受けました。 

 

 利用者   住 所  町田市                        

 

       氏 名                印 


